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1

下記の事例において、同一事業者が複数回申請することは

可能か。

（事例①）

A社が代表者として複数の共創プロジェクトを実施する場合

（事例②）

A社が代表者として共創プロジェクトを実施し、さらにB社が代

表者として実施する共創プロジェクトにA社も共同研究者とし

て参画する場合

例①②いずれの場合においても申請いただけます。

ただし、補助金の交付は１事業者１回限りの趣旨から、同

一の事業者が含まれる共創プロジェクトが重複して採択され

る（補助金の交付対象となる）ことはありません。

なお、今年度の採択件数は原則1件を予定しております。
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